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 Ⅰ－４ 業務の効率化に資するＩＣＴの利活用の推進  

(2) 関係医療機関・医療従事者間の効率的な情報共有・連携を促進する観点 

から、情報通信機器を用いたカンファレンス等の実施がさらに進むよう要 

件を見直す。 

 

 

 

 

 Ⅱ－１ かかりつけ機能の評価  

(3) 複数の医療機関を受診する患者の重複投薬の解消を推進する観点から、 

 医師が自ら重複投薬の有無等を把握し、他の医療機関間の連絡・調整を行 

う取組や、薬局による重複投薬の有無等の確認の結果を活用して、かかり 

つけ医が重複投薬に関する他の医療機関との連絡・調整等を行う取組につ 

いて新たな評価を行う。 

(4) 対物業務から対人業務への転換を進める観点から、かかりつけ薬剤師指 

導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、患者のプライバシーに配 

慮することなどの要件を見直すとともに評価を見直す。 

(5) 患者が同じ薬局を繰り返し利用することを推進する観点から、以下の見 

直しを行う。 

① ６月以内に同じ薬局を利用した場合の薬剤服用歴管理指導料につい 

て、再度の来局期間や対象となる薬局等の要件を見直す。 

② 調剤基本料について、異なる医療機関からの複数の処方箋をまとめて 

 １つの薬局に提出した場合の評価を見直す。 

③ 薬剤服用歴管理指導料について、患者が普段利用する薬局の名称等を 

手帳に記載するよう患者に促す観点から要件を見直す。 

 

 

Ⅰ 医療従事者の負担軽減、医師等の働き方改革の推進 

令和 2年度診療報酬改定速報（調剤） 

株式会社ユナイテッドサーブ 医業経営コンサルタント 上田恭子 

令和２年度診療報酬改定に係るこれまでの議論の整理（案）《調剤関連抜粋》 

中医協 2.1.10より抜粋  

Ⅱ 患者・国民にとって身近であって、安心・安全で質の高い医療の実現 
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Ⅱ－２ 患者にとって必要な情報提供や相談支援の推進  

(4) 明細書が果たすべき機能やそれらの発行業務の実態を踏まえ、公費負担 

医療に係る給付により自己負担がない患者(全額公費負担の患者を除 

く。)について、診療所における明細書発行に係る要件を見直す。 

 

Ⅱ－３ 地域との連携を含む多職種連携の取組の強化  

 (1) 医療機関と薬局との連携強化やきめ細かな栄養管理を通じてがん患者に 

対するより質の高い医療を提供する観点から、外来化学療法加算等の評価 

を見直す。 

 

Ⅱ－７ 重点的な対応が求められる分野の適切な評価  

【Ⅱ－７－１ 緩和ケアを含む質の高いがん医療の評価】 

(4) 医療機関と薬局との連携強化やきめ細かな栄養管理を通じてがん患者 

に対するより質の高い医療を提供する観点から、外来化学療法加算等の 

評価を見直す。（Ⅱ－３(1)再掲） 

(5) がん患者に対するより質の高い医療を提供する観点から、薬局が患者 

のレジメン等を把握した上で必要な服薬指導を行い、次回の診療時まで 

の患者の状況を確認し、その結果を医療機関に情報提供した場合につい 

て新たな評価を行う。 

 

Ⅱ－10 薬局の地域におけるかかりつけ機能に応じた評価、薬局の対物業務  

 から対人業務への構造的な転換を推進するための所要の評価の重点化と  

 適正化、院内薬剤師業務の評価  

(1) 地域に貢献する薬局を適切に評価する観点から、地域支援体制加算につ 

いて、薬局の質を把握・評価する指標（いわゆる薬局ＫＰＩ）等を参考に 

要件及び評価を見直す。 

 (2) 対人業務の推進及び重点化の観点から、内服薬の調剤料の評価を見直す 

とともに、以下の取組を行う。 

① 対物業務から対人業務への転換を進める観点から、かかりつけ薬剤師 

指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料について、患者のプライバシー 

に配慮することなどの要件を見直すとともに評価を見直す。（Ⅱ－１(4) 

再掲） 

② 薬局が処方医からの指示に基づき、薬剤の重複投薬等を確認し、その 

結果を文書等で報告した場合について新たな評価を行う。 

③ がん患者に対するより質の高い医療を提供する観点から、薬局が患者 

のレジメン等を把握した上で必要な服薬指導を行い、次回の診療時まで 
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の患者の状況を確認し、その結果を医療機関に情報提供した場合につい 

て新たな評価を行う。（Ⅱ－７－１(5)再掲） 

④ 医療機関と薬局との連携による残薬への対応を推進する観点から、薬 

局の薬剤服用歴管理指導料等について、お薬手帳による医療機関への情 

報提供等の要件を見直すとともに、分割調剤時における薬局から医療機 

関への情報提供に関する評価を見直す。 

⑤ 喘息等の患者について、医師の求めなどに応じて、練習用吸入器等を 

用いて吸入指導を行い、その結果を医師に情報提供した場合について新 

たな評価を行う。 

⑥ 経管薬剤投与が行われている患者が簡易懸濁法を開始するに当たり、 

医師の求めなどに応じて、薬局が必要な支援を行った場合について新た 

な評価を行う。 

⑦ 地域において医療機関と薬局が連携してインスリン等の糖尿病治療薬 

の適正使用を推進する観点から、医師の求めなどに応じて、調剤後も副 

作用の有無の確認や服薬指導等を行い、その結果を医師に情報提供した 

場合について新たな評価を行う。 

(3) 対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、内服薬の調剤料 

及び対人業務に係る薬学管理料の評価を見直す。 

(4) 特定の医療機関からの処方箋の受付割合が著しく高く、かつ、処方箋の 

受付回数が一定程度ある薬局について、医薬品の備蓄の効率性や医療経済 

実態調査結果における損益率の状況等を踏まえ、調剤基本料の要件を見直 

す。 

(5) 医薬品の備蓄の効率性や損益率の状況等を踏まえ、特別調剤基本料につ 

いて要件及び評価を見直す。また、地域でかかりつけ機能を発揮する薬局 

を普及・推進する観点から、いわゆる同一敷地内薬局の調剤基本料につい 

て、かかりつけ機能に係る基本的な業務を実施していない場合の要件を見 

直す。 

(8) 入院中の患者が退院する際に、入院前の処方薬の内容変更や中止等の理 

由、変更後の患者の状況等について、医療機関から薬局に対する情報提供 

を行った場合について、新たな評価を行う。 

 

Ⅱ－11 医療におけるＩＣＴの利活用  

(1) 情報通信機器を用いて行う診療について、対面診療と組み合わせた活用 

を適切に推進する観点から、実施方法や対象疾患に係る要件等を見直す。 

(2) へき地、医療資源が少ない地域や在宅医療において、情報通信機器を用 

いて行う診療がより柔軟に活用できるよう、実施方法に係る要件を見直 

す。 

(5) 外来患者及び在宅患者に対する情報通信機器を利用した遠隔服薬指導に 
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ついて新たな評価を行う。 

(6) 情報通信機器を利用した遠隔服薬指導時に薬局が医薬品を患家に配送等 

をするに当たり、社会通念上妥当な額の実費を別途徴収できることについ 

て明確化する。 

(7) 関係医療機関・医療従事者間の効率的な情報共有・連携を促進する観点 

から、情報通信機器を用いたカンファレンス等の実施がさらに進むよう、 

要件を見直す。（Ⅰ－４(2)再掲） 

 

 

 

 

 Ⅲ－３ 質の高い在宅医療・訪問看護の確保  

(14)在宅患者への薬剤管理指導の推進の観点から、緊急時の訪問薬剤管理指 

導について、医師の求めにより、計画的な訪問薬剤管理指導の対象とはな 

っていない疾患等に対応するために緊急に患家に訪問し、必要な薬学的管 

理及び指導を行った場合について新たな評価を行う。 

(15)経管薬剤投与が行われている患者が簡易懸濁法を開始するに当たり、医 

師の求めなどに応じて、薬局が必要な支援を行った場合について新たな評 

価を行う。（Ⅱ－10(2)⑥再掲)  

 

 

 

 

 Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進  

(1) 後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、以下の見直しを行う。 

① 後発医薬品の調剤割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため、後 

発医薬品調剤体制加算について評価を見直す。また、後発医薬品の調剤 

割合が著しく低い薬局に対する減算規定について要件を見直す。 

② 医療機関での後発医薬品の使用割合の状況を踏まえ、後発医薬品の使 

用割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするために、後発医薬品使 

用体制加算等について要件及び評価を見直す。また、一般名での処方を 

推進するために、一般名処方加算の評価を見直す。 

 

 Ⅳ－２ 費用対効果評価制度の活用  

(1) 近年、革新的であるが非常に高額な医薬品や医療機器が登場しており、 

我が国の医療保険財政への影響が懸念され、医療の質の向上や、医療のイ 

ノベーションを適切に評価する制度の運用を平成 30年４月より開始し 

Ⅲ 医療機能の分化・強化、連携と地域包括ケアシステムの推進 

Ⅳ 効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性の向上 



Copyright©2020 Kyoko Ueda a member of UnitedServe Co.,Ltd.                    5 

た。現在、６品目について評価の検討を行っており、今後、体制の充実を 

図るとともに事例を集積し、制度のあり方や活用方法について検討する。 

 

 Ⅳ－６ 医師・院内薬剤師と薬局薬剤師の協働の取組による医薬品の適正使  

 用の推進  

(1) 複数の医療機関を受診する患者の重複投薬の解消を推進する観点から、 

 医師が自ら重複投薬の有無等を把握し、他の医療機関間の連絡・調整を行 

う取組や、薬局による重複投薬の有無等の確認の結果を活用して、かかり 

つけ医が重複投薬に関する他の医療機関との連絡・調整等を行う取組につ 

いて新たな評価を行う。（Ⅱ－１(3)再掲） 

(2) 入院時は処方の一元的な管理や処方変更後の患者の状態の確認が可能で 

あることから、処方薬剤の総合調整の取組を推進するため、以下の取組を 

行う。 

① 入院時に不適切な多剤処方の状態にある患者への対応について、患者 

の服用薬の総合的な評価等の取組に対する評価とさらに減薬に至った場 

合の評価の段階的な評価体系とする。 

② 入院中の患者が退院する際に、入院前の処方薬の内容変更や中止等の 

理由、変更後の患者の状況等について、医療機関から薬局に対する情報 

提供を行った場合について、新たな評価を行う。（Ⅱ－10(8)再掲） 

(3) 医療機関と薬局との連携による残薬への対応を推進する観点から、薬局 

の薬剤服用歴管理指導料等について、お薬手帳による医療機関への情報提 

供等の要件を見直すとともに、分割調剤時における薬局から医療機関への 

情報提供に関する評価を見直す。（Ⅱ－10(2)④再掲） 

(4) 対物業務から対人業務への構造的な転換を進めるため、薬局の内服薬の 

調剤料及び対人業務に係る薬学管理料の評価を見直す。（Ⅱ－10(3)再掲） 

併せて医療機関での外来時における調剤料等の評価を見直す。 

(5) 後発医薬品の更なる使用促進を図る観点から、以下の見直しを行う。 

① 後発医薬品の調剤割合が高い薬局に重点を置いた評価とするため、後 

発医薬品調剤体制加算について評価を見直す。また、後発医薬品の調剤 

割合が著しく低い薬局に対する減算規定について要件を見直す。（Ⅳ－ 

１(1)①再掲） 

② 医療機関での後発医薬品の使用割合の状況を踏まえ、後発医薬品の使 

用割合が高い医療機関に重点を置いた評価とするために、後発医薬品使 

用体制加算等について要件及び評価を見直す。また、一般名での処方を 

推進するために、一般名処方加算の評価を見直す。（Ⅳ－１(1)②再掲） 

 


